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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年 12 月１日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18

年 12 月 26 日開催予定の第９回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１. 変更の理由 

（１）当社の関連事業の拡大に備えるため、現行定款第 2条（目的）におきまして、事業

目的の追加を行うものであります。 

（２）現行附則につきましては、すでにその目的を達成いたしましたので、削除するもの

であります。 
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２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 
 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 
現 行 定 款 変 更 案 

第２条（目的） 
当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
１．企業の販売促進の企画、立案、実施

２．経営コンサルティング業 
３．各種市場調査の企画、立案、実施 
４．広告代理業 
５．有料職業紹介業 
６．一般労働者派遣事業 
７．コンピュータ並びにその周辺機器及

び通信機器の販売 
８．コンピュータソフトウェアの開発・

販売 
（新 設） 

 
 
９．前各号に付帯する一切の事業 
 
 
［附則］ 
 
第１条 

実質株主及び実質株主名簿に関する

規定は、当会社が証券保管振替機構

に参加した時から効力を生ずるもの

とする。 
２．なお本附則は、効力発生経過後削除

する。 

第２条（目的） 
当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
１．企業の販売促進の企画、立案、実施

２．経営コンサルティング業 
３．各種市場調査の企画、立案、実施 
４．広告代理業 
５．有料職業紹介業 
６．一般労働者派遣事業 
７．コンピュータ並びにその周辺機器及

び通信機器の販売 
８．コンピュータソフトウェアの開発・

販売 
９．不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、

斡旋、鑑定及びこれらの代理並びに

コンサルティング業 
10．前各号に付帯する一切の事業 
 
 
（削 除） 
 
（削 除） 

 
 

３．日程 

（１）定款変更のための株主総会開催日    平成 18 年 12 月 26 日（火曜日） 

（２）定款変更の効力発生日         平成 18 年 12 月 26 日（火曜日） 

以上 
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